
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：旭川市在住の方が入所された場合 
(旭川市養護老人ホーム被措置者費用徴収基準月額表より引用) 

 

ご利用料金の例につきましては、裏面に記載しております。 

 



ご利用料金（例） 

令和 5 年 4 月 1 日現在 

 

（例 1） 年金収入 0 円 医療費 0 円 社会保険料 0 円（生活保護受給者の場合） 

年金収入 0 円－医療費 0 円－社会保険料 0 円＝対象収入 0 円 

対象収入 0 円を費用徴収基準月額に定める対象収入による階層区分に当てはめると、 

1 階層に該当する為、費用徴収基準月額は 0 円/月。 

 

（例 2） 年金収入 500,000 円 医療費 50,000 円 社会保険料 50,000 円（年金収入で入所の場合） 

年金収入 500,000 円－医療費 50,000 円－社会保険料 50,000 円＝対象収入 400,000 円 

対象収入 400,000 円を費用徴収基準月額に定める対象収入による階層区分に当てはめると、 

8 階層に該当する為、費用徴収基準月額は 9,100 円/月。 

 

（例 3） 年金収入 800,000 円 医療費 50,000 円 社会保険料 50,000 円（年金収入で入所の場合） 

年金収入 800,000 円－医療費 50,000 円－社会保険料 50,000 円＝対象収入 700,000 円 

対象収入 700,000 円を費用徴収基準月額に定める対象収入による階層区分に当てはめると、 

21 階層に該当する為、費用徴収基準月額は 34,100 円/月。 

 

（例 4） 年金収入 1,000,000 円 医療費 50,000 円 社会保険料 50,000 円（年金収入で入所の場合） 

年金収入 1,000,000 円－医療費 50,000 円－社会保険料 50,000 円＝対象収入 900,000 円 

対象収入 900,000 円を費用徴収基準月額に定める対象収入による階層区分に当てはめると、 

26 階層に該当する為、費用徴収基準月額は 45,800 円/月。 

 

（例 5） 39 階層対象収入 1,500,001 以上の場合 

年金収入 1,700,000 円 医療費 50,000 円 社会保険料 50,000 円（年金収入で入所の場合） 

年金収入 1,700,000 円－医療費 50,000 円－社会保険料 50,000 円＝対象収入 1,600,000 円 

1,500,000 超過額＝1,600,000-1,500,000＝100,000 が超過額 

超過額 100,000×0.9＝90,000 

90,000÷12＝7,500 

7,500+81,100＝88,600 

上記の算定により、費用徴収基準月額は 88,600 円/月。 

 

 

 

 


